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令和３年度第１１回富山市農業委員会総会（月次）議事録 

 

１．日    時   令和４年２月４日（金） 

午後１時２３分～午後２時２８分 

２．場    所   富山市役所 東館８階 大会議室 

３．出席委員  ２３人 

        会  長 ２３番  才木  隆雄 

        会長代理 ２４番 宮田 好一 ２０番 島田 一郎 

委  員  １番 杉林 清則  ２番 熊南 昭浩  

３番 山崎  修  ４番 西田 清範 

５番 田中 輝男  ６番 森  悦雄 

７番 古田  茂  ８番 大場 忠勝 

９番 大橋 芳信 １０番 大浦 清貴 

１１番  山﨑  巖 １３番 仲田 茂男 

 １４番 下村  帝 １５番 北森 正誠 

 １６番  渡辺 正志 １７番 金田 修一 

 １８番 長谷 幹夫 １９番 金木 洋子 

 ２１番 五十嵐英夫 ２２番 中井 義則 

 

４．欠席委員  １２番 福山 英則   

５．議    題  議案第５２号  農地法第３条の規定による許可申請について 
議案第５３号 農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定によ 

る許可申請について 
議案第５４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定について 
議案第５５号 農地法第３条第２項第５号に規定する別段の面積

の設定区域の変更について 
議案第５６号 富山市農地移動適正化あっせん基準の変更につい

て 
報告事項第４９号 農地法第３条の３の規定による受理について 
報告事項第５０号 農地法第４条第１項第８号及び第５条第１項 

第７号の規定による受理について 

報告事項第５１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ 

いて 

報告事項第５２号 農地法第５条第１項第７号の規定による競売

参加買受適格証明の交付について 
報告事項第５３号 農地法第５条の規定による許可指令書の訂正

について 
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議      事 

 
事 務 局 

 

本日の月次総会につきましては、１２番福山委員から欠席届があ

り、出席委員数は２３名でございます。 
「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定による開催要

件、在任委員数２４名の過半数に達していることから、本総会が成立

していることをご報告いたします。 

 
会   長 

 
 
 
 
 
 
会   長 

 
 
会   長 

 

それでは、ただ今より令和３年度第１１回富山市農業委員会月次総

会を開催します。 
本日は、議案５件、報告事項５件がございます。 
本日の議事録署名委員を私より指名してよろしいでしょうか。 

 
（委員一同 異議なし） 

 
それでは、私の方から指名させていただきます。３番山崎委員、４

番西田委員、両委員にお願いしたいと思います。 

 
それでは、議案の審議に入ります。 
議案第５２号農地法第３条の規定による許可申請について、事務

局から説明をお願いします。 

 
事 務 局  議案第５２号農地法第３条の規定による許可申請について、ご説

明いたします。議案書は１ページから４ページまでです。 

今回の申請件数は１０件で、申請面積は３４，１１７．９２㎡で

す。 

許可基準についてですが、全部効率利用要件、農作業常時従事要

件、下限面積要件、地域調和要件について、申請書類においては、

各要件を満たしています。 

申請理由及び権利の種類についてご説明します。２ページをご覧

ください。 

１番は、経営の縮小により、所有権を移転するものです。 

２番と３番は譲受人が同一であります。ともに労働力不足により、

所有権を移転するものです。 

４番は、相手方の要望により、所有権を移転するものです。 

５番は、財務省所有の国有農地の払い下げです。隣接する農地の

所有者に所有権を移転するものです。 

６番と７番は、自作地の相互交換により、所有権を移転するもの

です。 

８番は、相手方の要望により、所有権を移転するものです。 
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９番は、社会福祉事業目的による特殊事由の案件であるため、全

部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件はありません。

また、農地所有適格法人の要件を満たす必要もありません。譲受人

は社会福祉法人で、障害を持つ方の就労支援を目的とした所有権移

転です。 

１０番は、高齢により、父と子の妻との間で１０年間の使用貸借

権を設定するものです。 

以上でございます。 

 
会   長 

 
 
 
会   長 

 
 
会   長 

 
 
 
 
会   長 

 
 
 
 
 
 
 

現地確認について、報告をお願いします。 

 
（担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 
それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 
特にご意見、ご質問等がないようですので、申請どおり許可する

ことにご異議ありませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 

 
異議なしとのことでありますので、議案第５２号農地法第３条の

規定による許可申請については、全件、申請どおり「許可」するこ

とといたします。 

 
続きまして、議案第５３号農地法第４条第１項及び同法第５条第

１項の規定による許可申請について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 
事 務 局 

 

議案書５ページをご覧ください。 
議案第５３号農地法第４条第１項及び農地法第５条第１項の規定

による許可申請についてご説明いたします。 
今回４条申請が２件、面積は２８７㎡、５条申請が１０件、面積

は４，３２７㎡です。 
それでは、議案書６ページをご覧下さい。まず、最初に４条申請

の内容についてご説明いたします。 
「位置図及び許可基準」を併せてご覧ください。 
４条申請１番は、熊野地区において、貸駐車場を整備する計画で

あります。申請人は○○○○の代表であり、ラーメン店を営んでお

ります。転用の概要といたしましては、既存駐車場が手狭であり、
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昼食時は満車で、路上駐車が目立っており、近隣住民や通行人に支

障をきたしていることから、安全性を確保するため、今回、隣接地

において貸駐車場を整備し会社に賃貸するものであります。申請書

には始末書の添付があります。申請地は、１０ヘクタール以上の農

地の集団規模に属する農地で特に良好な営農条件を備えております

第１種農地で、許可の基準は「既存地拡張」を適用しております。 
４条申請２番は、大山地域大庄地区において住宅敷地を拡張する

計画であります。転用の概要といたしましては、申請人は現在、滑

川市の借家に居住しておりますが、実家隣接地において子が住宅を

建築する計画があり、相互扶助を目的に実家に住所を戻すため土地

を調査したところ、敷地の一部に登記地目が「田」であることが分

かり今回是正するものでございます。申請地は、１０ヘクタール以

上の農地の集団規模に属する農地で特に良好な営農条件を備えてお

ります第１種農地で、許可の基準は「集落接続」を適用しておりま

す。 
続きまして７ページをご覧ください。 
５条の申請内容についてご説明いたします。 
５条申請１番は、山室中部地区において、園庭を整備する計画で

あります。転用の概要といたしましては、申請人の●●●●は、認

定こども園の運営を行っております。旧保育園の老朽化に伴い、令

和３年に既存場所に新築、移転し、令和３年４月から保育事業を開

始しておりますが、中庭や広場を設置し、認定こども園の許可基準

を満たす必要があるため、今回、園庭を整備するものでございます。

申請地は、１０ヘクタール以上の農地の集団規模に属する農地で特

に良好な営農条件を備えております第１種農地で、許可の基準は「既

存地拡張」を適用しております。 
 ５条申請２番は、浜黒崎地区において、農機具格納庫を建築する

計画であります。転用の概要といたしましては、申請人の△△△△

は、大型農業用器具を１０台所有しておりますが、うち６台につい

ては、農協の倉庫や構成員の車庫等を借りて配置しており、業務に

支障が生じているため、農機具格納庫の設置が急務となっておりま

す。申請地は、１０ヘクタール以上の農地の集団規模に属する農地

で特に良好な営農条件を備えております農用地区域内農地で、許可

の基準は「農業用施設」を適用しております。 
 ５条申請３番は、神明地区において、一般住宅を建築する計画で

あります。転用の概要といたしましては、申請人の職場から近く、

医療施設、教育施設、スーパーなどが近隣にあり生活基盤が整って

いることから今回、申請地を選定し住宅を建築するものでございま

す。申請地より半径５００ｍの範囲の中に医療施設が２施設あり、

接道する道路には上下水道管が埋設されていることから、農地種別
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は第３種農地となり、「原則許可」案件となります。 
 議案書は８ページになります。５条申請４番は、大沢野地域大沢

野北部地区において、店舗及び住宅を建築する計画であります。転

用の概要といたしましては、申請者は同地区内において蕎麦屋を営

んでおります。現在の住居が手狭であること、併せてより多くの集

客を見込むため国道沿いへ店舗及び住居を移転するものでございま

す。申請地は、都市計画区域の用途区域内農地で第３種農地となり、

「原則許可」案件となります。 
 ５条申請５番は、大山地域大庄地区において一般住宅を建築する

計画であります。転用の概要といたしましては、農地法４条２番で

ご説明した案件であり、相互扶助のため実家に隣接する農地部分と

宅地部分を使用し住居を建築するものであります。申請地は、１０

ヘクタール以上の農地の集団規模に属する農地で特に良好な営農条

件を備えております第１種農地で、許可の基準は「集落接続」を適

用しております。 
 ５条申請６番は、八尾地域保内東地区において、一般住宅を建築

する計画であります。転用の概要といたしましては、申請人が実家

の農業を手伝うこと、また相互扶助のため実家に限りなく近い土地

を選定し住居を建築するものでございます。申請地は、都市計画区

域の用途区域内農地で第３種農地となり、「原則許可」案件となりま

す。 
 ５条申請７番は、婦中地域鵜坂地区において一般住宅を建築する

計画であります。転用の概要といたしましては、申請人が相互扶助

のため実家に隣接する農地部分と宅地部分を使用し住居を建築する

ものであります。申請地は、１０ヘクタール以上の農地の集団規模

に属する農地で特に良好な営農条件を備えております第１種農地

で、許可の基準は「集落接続」を適用しております。 
 議案書は９ページになります。５条申請８番は、婦中地域朝日地

区において一般住宅を建築する計画であります。転用の概要といた

しましては、申請人が相互扶助のため実家に限りなく近い申請地に

おいて住居を建築するものであります。申請地は、１０ヘクタール

以上の農地の集団規模に属する農地で特に良好な営農条件を備えて

おります第１種農地で、許可の基準は「集落接続」を適用しており

ます。 
 ５条申請９番は、婦中地域婦中熊野地区において一般住宅を建築

する計画であります。転用の概要といたしましては、申請人が相互

扶助のため実家に限りなく近い申請地において住居を建築するもの

であります。申請地は、１０ヘクタール以上の農地の集団規模に属

する農地で特に良好な営農条件を備えております第１種農地で、許

可の基準は「集落接続」を適用しております。 
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 ５条申請１０番は、婦中地域神保地区において、一般住宅を建築

する計画であります。転用の概要といたしましては、申請地から半

径５００ｍの範囲内に教育施設、地区センター、駅など生活基盤が

整っていることから申請地を選定したものでございます。申請地よ

り半径５００ｍの範囲の中に教育施設及び地区センターがあり、接

道する道路には上下水道管が埋設されていることから、農地種別は

第３種農地となり、「原則許可」案件となります。 
以上でございます。 

 
会   長 

 
 
事 務 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
会   長 

 

現地確認について、報告をお願いします。 
６番については、事務局から報告をお願いします。 

 
６番は福山委員の担当であります。１月２７日に推進委員及び譲

渡人の３名で現地確認したところ、申請地は無断転用もなく、雨水

排水の経路、農業用排水路の機能に支障がないことを確認されてお

ります。また、周辺農地等に係る営農条件に支障が生じる恐れがな

いことも併せて確認されており、問題となることは無いとの報告を

受けております 

 
（各担当委員から問題ない旨の報告あり） 

 
それでは、ただ今、説明及び報告がありました許可申請について、

ご意見、ご質問等があれば承りたいと思います。 

 
会   長 

 
 
 
 
会   長 

 
 
 

特にご意見、ご質問等がないようですので、許可相当とすること

にご異議ありませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 

 
異議なしとのことでありますので、議案第５３号農地法第４条第

１項及び同法第５条第１項の規定による許可申請については、全件、

許可相当と意見を付して、市長へ送付することといたします。 

 
会   長 続きまして、議案第５４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項 

の規定による農用地利用集積計画の決定について、事務局から説明

をお願いします。 
なお、１２ページの７番は▲▲委員、２０ページ８７番は□□委

員が役員を務める法人に関する事項でありますので、農業委員会等

に関する法律第３１条第１項により、議事参与の制限を受けます。 
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事 務 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案第５４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定についてご説明いたします。  
議案書のページは、１０ページから２２ページです。 
利用権設定は、今回は１００件の貸し手から申し出があり、契約

期間は、１～２年が３件、３～５年が１５件、６～９年が３件、１

０年が７９件です。設定面積は、４５１，０３８．８１㎡です。 
１２ページ１番から１７ページ４９番までは、農地中間管理機構

を通すものであります。１７ページ５０番から２２ページ１０４番

が相対であります。 
また、今回は利用権の移転が３件あります。移転とは、利用権設

定当初の契約期間や小作料等の契約内容は変更せず、借り手のみを

変更するものです。 
移転分は２２ページの１０２番から１０４番です。 
新規農家が２件あります。１８ページの６６番から１９ページの

７３番までは、一般法人である■■■■が新規に農業参入するもの

です。 
■■■■は、不動産の管理、賃貸、売買、仲介並びにコンサルテ

ィング、飲食店の経営、健康増進に関する事業、美容に関する事業、

フィットネスジムの経営など幅広くサービスを提供している法人で

す。この度、有機農業を推進、安心・安全な作物を販売・提供する

ため、ニンニク、ナス、サツマイモ、サトイモ等の野菜の栽培を行

い農業参入するものです。また、農地の担い手不足の解消や後継者

不足の解消も目指しております。 
富山農林振興センターやなのはな農協から指導を受ける予定で

す。 
農機具については自己所有、一部借用しております。販売先は、

富山中央青果株式会社を予定しております。 
２１ページの９２番から９５番は新規農家の案件であり、農協に

勤務していた本人が、後継者不足解消のため自ら農業経営を行い、

農地を借り呉羽梨の栽培を行うものであります。農業の指導につい

ては、新規就農者支援制度を利用して先進農家の方に指導をしても

らう予定となっております。 

農機具については、トラクター自己所有、噴霧器は購入予定、作

業所は借用予定となっております。農作業従事者は本人です。販売

先はなのはな農協呉羽梨選果場に出荷する予定としております。 
以上、農用地利用集積計画の案件につきましては、農業経営基盤

強化促進法 第１８条第３項に掲げる、基本構想との整合性、すべて

の農用地の効率的利用、常時従事などの各要件を満たしています。 
以上でございます。 
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会   長 

 
 
 
会   長 

 
 
 
 
会   長 

 
 
 
 
 
 
 
会   長 

 
 
会   長 

 
 
 
 
会   長 

 
 
 
 
 
会   長 

 
 
 
 
会   長 

 
 
会   長 

それでは、ただ今、説明がありました農用地利用集積計画につい

て、７番と８７番を除き、ご意見、ご質問等があれば承りたいと思

います。 

 
特にご意見、ご質問等がないようですので、この農用地利用集積

計画について、ご異議ありませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 

 
異議なしとのことでありますので、７番と８７番を除き、異議に

ついては、ないものといたします。 

 
続きまして、７番について、審議いたしますので、▲▲委員は退

室をお願いします。 

 
＜▲▲委員退室＞ 

 
それでは、７番について、ご意見、ご質問等があれば承りたいと

思います。 

 
特にご意見、ご質問等がないようですので、この農用地利用集積

計画について、ご異議ありませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 

 
異議なしとのことでありますので、７番について、異議はないも

のといたします。 
▲▲委員は入室をお願いします。 

 
＜▲▲委員入室＞ 

 
続きまして、８７番について、審議いたしますので、□□委員は

退室をお願いします。 

 
＜□□委員退室＞ 

 
それでは、８７番について、ご意見、ご質問等があれば承りたい

と思います。 

 
特にご意見、ご質問等がないようですので、この農用地利用集積
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会   長 

 
 

計画について、ご異議ありませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 

 
異議なしとのことでありますので、８７番について、異議はない

ものといたします。 
□□委員は入室をお願いします。 

 
＜□□委員入室＞ 

 
改めまして、議案第５４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定による農用地利用集積計画について、ご異議なしと認め、

原案通り決定いたします。 

 
会   長 

 
 
 
事 務 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続きまして、議案第５５号農地法第３条第２項第５号に規定する

別段の面積の設定区域の変更について、事務局より説明をお願いま

す。 

 
議案第５５号農地法第３条第２項第５号に規定する別段の

面積の設定区域の変更についてご説明いたします。議案書の

ページは２３ページから２４ページです。 

本日配付しました資料と併せてご覧下さい。 

農地法第３条の許可要件の１つである下限面積要件につい

て、富山市では中山間地域に指定されている、大沢野地域の

下タ地区・小羽地区、大山地域の大庄地区を除く全域、八尾

地域の杉原地区及び保内地区の一部を除く全域、婦中地域の

音川地区、山田・細入地域の全域において、１０ａに緩和し

ております。 

このたび中山間地域の指定エリアが拡大されたことに伴

い、別段の面積の設定区域を変更するものです。 

別段の面積の富山市の設定の考え方としまして、「農地等の利用の

最適化の推進に関する指針」の基本的な考え方にもありますように、

富山市は、平坦地と中山間地が混在しており、それぞれの地域によ

って農地の利用状況や営農類型が異なっており、地域の実態に応じ

た取り組みを推進していかなければなりません。 

特に中山間地では遊休農地の発生が懸念されることから、その発

生拡大防止に努めていく方策として別段の面積を設定するものであ

ります。 

その設定の根拠としましては、農地法施行規則第１７条の第２項

の「耕作などがなされないと見込まれる農地が相当程度存在
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会   長 

 
 
 
会   長 

 
 
 
 

していること」かつ、「これまで新規就農者などの参入によ

る農地の利用が『別段の面積』を定める区域内及びその周辺

地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

が生じていないこと」を採用し、農地の保全と有効利用に、新規

就農の促進が不可欠であると判断した「中山間地域内」において『別

段の面積』を定めております。 

「中山間地域」につきましては、資料３ページをご覧ください。 

富山県が“中山間地域と定義している「山村振興地域」や「特定

農山村地域」の指定区域”の範囲内、地図では富山市の色のついて

いる部分及び赤枠で囲まれた部分であります。棚田法の制定により

池多地区が中山間地域に追加されました。 

資料４ページをご覧ください。 

赤線内の部分が現在『別段の面積』を設定している区域で、中山

間地等直接支払のある地区等を基準に平成２１年に設定してしたも

のでありますが、設定から１０年以上経過し、中山間地等直接支払

のある地区に追加があったため、見直しを行うものであります。 

 変更（案）としまして、中山間地等直接支払のある池多地区の三

熊と古里地区の婦中町新町を追加します。  

議案書２３ページにお戻りください。 

施行期日は令和４年２月１５日です。 

２４ページの新旧対照表をご覧ください。 

 先ほどご説明しました三熊と婦中町新町の追加のほか、修正すべ

き点がありましたのでそちらも併せて行います。 

大山地域については、大庄地区以外を別段の面積に指定するとし

ておりますが、別段の面積が設定されていない大庄地区である馬瀬

口が含まれており、別段の面積が設定されている福沢地区の馬瀬が

含まれていなかったため、それを訂正するものです。 

 八尾地域につきましては、「八尾町八尾町」を「八尾町」に訂正い

たします。 

以上でございます。 

 
ただ今、事務局より説明がありました、農地法第３条第２項第５

号に規定する別段の面積の設定区域の変更について、ご意見、ご質

問等があれば承りたいと思います。 

 
特にご意見、ご質問等がないようですので、農地法第３条第２項

第５号に規定する別段の面積の設定区域の変更について、原案通り

とすることにご異議ありませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 
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会   長 

 
 

 
異議なしとのことでありますので、議案第５５号農地法第３条第

２項第５号に規定する別段の面積の設定区域の変更について、原案

通り決定いたします。 

 
会   長 

 
 
事 務 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続きまして、議案第５６号富山市農地移動適正化あっせん基準の

変更について、事務局より説明をお願います。 

 
議案第５６号富山市農地移動適正化あっせん基準の変更について

説明いたします。議案書のページは２５ページから２６ページです。 

本日配付しました資料と併せてご覧ください。 

 あっせんとは、農地の売買について、農地の所有者から農業委員

会に申し出があった場合に、農業委員会が買い手を選定することで

す。 

 これまでこのあっせん基準は、主に農地中間管理機構の特例事業

で適用しておりました。この事業は、農地所有者からの申出により

農地を中間管理機構に売却し、その後中間管理機構から耕作者に売

却するもので、その場合の買い手は「富山市農地移動適正化あっせ

ん基準」で規定する基準を満たす必要がありました。 

この事業により売買をした場合、売り手は譲渡所得８００万円の

特別控除を受けることができます。 

農業経営基盤強化促進法の規定に基づく所有権移転についても、

買い手の要件としまして「富山市農地移動適正化あっせん基準」を

準用しております。こちらの制度は本市では令和３年１月から運用

を開始しております。 

中間管理機構の特例事業と同様、譲渡所得の特別控除を受けるこ

とができ、さらに買い手側にも税制上の優遇措置があるため、実態

としては農地中間管理機構の特例事業から基盤法による所有権移転

に移行しております。 

 「市あっせん基準」では、買い手の条件の一つとしまして、「権利

取得後の経営面積が、本市の農家の平均面積以上で農業委員会が定

める基準面積を超えるもの」と定めております。 

 富山市のあっせん基準面積は、農林業センサスの数値等を元に調

整したものを採用しておりまして、新しい農林業センサスが公表さ

れるごとに見直し協議を行ってまいりました。昨年、２０２０年農

林業センサスの数値が確定されたため、基準面積の見直しを行うも

のです。 

 資料の裏面をご覧ください。 

 変更案につきましてはこちらの表の通りとなります。 

 水稲につきましては２０２０年農林業センサスの数値に基づきま
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会   長 

 
 
 
会   長 

 
 
 
 
 
会   長 

 

すと、１経営体あたりの平均面積は２３９ａとなります。同様に、

果樹は５１ａ、露地野菜は３９ａ、施設野菜は２１ａ。露地の花き

は２５ａ、施設の花きは１２ａとなっております。 

 この基準は今後５年間適用するため、担い手集積化を鑑み、平均

の１．２倍の面積を基準面積とするのが事務局の案でございます。 

 水稲が２８６ａ、果樹は６１ａ、露地野菜は４６ａ、施設野菜は

２５ａ。露地の花きは３０ａ、施設の花きは１４ａとなります。 

 なお、あっせん基準を変更する場合は県知事の認定を受ける必要

があるため、農業委員会で決定した後、県に変更申請いたします。

認定には数週間かかる見込みです。 

 また、基準変更に伴い、基盤法による所有権移転の面積要件も変

更となります。 

以上でございます。 

 
ただ今、事務局より説明がありました、富山市農地移動適正化あ

っせん基準の変更について、ご意見、ご質問等があれば承りたいと

思います。 

 
特にご意見、ご質問等がないようですので、富山市農地移動適正

化あっせん基準の変更について、原案通りとすることにご異議あり

ませんか。 

 
（異議なしとの発言あり） 

 
異議なしとのことでありますので、議案第５６号富山市農地移動

適正化あっせん基準の変更について、原案通り決定いたします。 

 
会   長 続きまして、報告事項に入ります。 

報告事項第４９号 農地法第３条の３の規定による受理について 
報告事項第５０号 農地法第４条第１項第８号及び第５条第１項

第７号の規定による受理について 
報告事項第５１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ 

いて 
報告事項第５２号 農地法第５条第１項第７号の規定による競売

参加買受適格証明の交付について 
報告事項第５３号 農地法第５条の規定による許可指令書の訂正

について 
事務局から一括して説明をお願いいたします。 

 
事 務 局 報告事項第４９号農地法第３条の３の規定による受理について、
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ご報告します。 
議案書は、２７ページから３０ページです。 
今回の受理件数は１６件で、すべて相続により所有権を取得した

ものであります。農業委員会へのあっせんの希望はありませんでし

た。 
報告事項第５０号農地法第４条第１項第８号及び第５条第１項第

７号の規定による受理について、ご報告いたします。 
議案書のページは３１ページから３８ページまでです。 
今回の受理件数は、４条が４件、５条が１６件、合わせて２０件、

面積は合わせて１３，６４８．００㎡となっております。内容、転

用目的についてはご覧のとおりです。一部内容についてご説明いた

します。  
事業面積が１，０００㎡以上で、都市計画法上の開発許可と同日

で受理する予定のものは、３４ページ５条の４番、３５ページ５条

の８番、３５，３６ページ５条の９番です。 
報告事項第５１号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の合

意解約について、ご報告いたします。 
議案書は、３９ページから５０ページです。 
解約件数は３９件で、解約面積は１３５，８９３㎡です。今回の

解約に関連する議案及び解約理由は、備考欄記載のとおりです。 
報告事項第５２号農地法第５条第１項第７号の規定による競売参

加買受適格証明書の交付についてご報告いたします。議案書のペー

ジは５１ページです。 
北陸財務局が、富山市西田地方地内の農地を対象として令和４年

１月５日から４月４日までの期間に実施する国有財産売払につい

て、適格証明書を１件発行いたしました。 
農地法第５条の規定による許可指令書を訂正したので報告いたし

ます。議案書のページは５２ページです。 
婦中町十五丁において許可した案件について、申請書に記載のあ

った登記地目に誤りがあったため、許可書においても地目を田から

畑へ訂正したものであります。 
以上でございます。 

 
会   長 

 
 
会   長 

 
 
 

ただ今、説明がありました報告事項について、ご意見、ご質問等

がありましたら承りたいと思います。 

 

特に何もないようですので、これをもちまして、２．議案・報告

事項の議案審議を終了します。３．事務連絡等について、事務局よ

り説明をお願いします。 
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 それでは本日はこれにて終了とさせていただきます。本日は、あ

りがとうございました。 

 
 


